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Ⅰ．はじめに

21 世紀を生きる子どもたちに求められるの
は「生きる力」であり、その要素の一つであ
る「自らを律しつつ、他人とともに協調し、
他人を思いやる心や感動する心など豊かな人間
性」を育むことを文部科学省は国の教育目標に
掲げて来た。しかし、いじめやひきこもり等の
反社会的・非社会的行動はいっこうに減らない。
このことは、他者と協調した責任ある生き方が
できる人格形成がなされていないことを意味し
ている。人として自分がなすべきことを知り、
自主的に責任をもって遂行する力が身について
いないと言えよう。そこで、「責任」ある生き
方ができるための、新たな保育・育児における
方法・アプローチが必要だと考える。
その一助となる理論が『バウンダリーズ』

（“Boundaries”）である。これは、米国の臨床心
理学者であるHenry	Cloud と John	Townsend
が提唱した概念である。米国においては普及し、
臨床心理学、教育・育児等に適用されて評価を
得ている。自分の責任範囲を明確にさせ、相手
と自分の領域を自覚し区別することにより、互
いに相手を自立した人格として尊重し合い、助
け合えるような関係が築けるというものであ
る。他者との関係の中で責任を果たす態度や行
動パターンを獲得させることにより、共同体の
一員となりうるとしている。
本研究の最終ゴールは『バウンダリーズ』の
理論を実践に適用させ、他者と共に生きる中で
の責任ある態度を身につけるための保育・育児
の効果的方法を確立することである。
今回の研究においては、その最初のステップ
として、『バウンダリーズ』の原則や保育・育
児場面での方法を整理・評価する。さらに、以
下の理論との比較検討・考察を行う。

①	『バウンダリーズ』の原則や方法を整理・評
価（Ⅱ．バウンダリーズ理論とは）

②	応答性と統制を中心的な軸とした保育者・養
育者の関わり方の違い（タイプ）に着目した
研究　（Ⅲ．応答性と統制を中心的な軸とし
た保育者・養育者の関わり方の違い（タイプ）
に着目した研究との比較検討）

③	対話的保育理論（Ⅳ．バウンダリーズ理論と
対話的保育理論の比較検討）

④	NPO 法人教育政策ラボラトリによる「あり
がとう！子育てワークショップ」の考え方
（V.	NPO法人教育政策ラボラトリによる「あ
りがとう！子育てワークショップ」の考え
との比較検討）

Ⅱ．バウンダリーズ理論とは

１．日本での紹介
『バウンダリーズ』の概念は、日本では中村
佐知がHenry	Cloud と John	Townsend（2004・
2011）の著書を翻訳し紹介している 1）・2）。丸屋
真也（2004）も「バウンダリーズ」を米国の大
学院・学位論文のテーマとして取り上げ、自身
のカウンセリング臨床の経験を加えてまとめ、
数冊を出版している。日本でも着目されつつあ
る理論ではあるが、保育・育児における方法論と
しては馴染みが薄く、あまり浸透はしていない。

２．概略
バウンダリーズの概念・原理は、自己存在と

他者存在とを「境界線」により区分することか
ら始まる。すなわち自分に属する領域が「責任」
範囲であり、他者に属する領域はその人の「責
任」範囲で侵害（支配）してはならないことを
明確にしている。どこまでが自分の責任であり、
どこからは責任外かを自覚し行動することは自
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己制御力を養うことに繋がるとしている。さら
に子どもが適切な選択能力を身につけることの
（善い選択は事態を良くし、悪い選択は自分に
困難を招くことを理解できるようにする）指導・
支援をねらいとしている。また強制・恐怖など
の外圧的動機ではなく、自らの意志や内発的動
機による行動の習慣形成を重視している。
この理論の特色は、基本的生活習慣や社会生
活を営む上で必要な態度を子どもが身につける
ために、「他律」という直接的介入を養育者が
行い、生活にバウンダリー＝境界線を組み込む
という点にある。
聖書やキリスト教的価値観が反映されている
ことも特徴的である。人格的成長のためには、
「恵み」＝愛・支援・共感・赦し・必要な資源（生
活維持・向上のために必要な財やモノ）等と同
時に「真理」＝人生の枠組み提供が不可欠であ
る。どのように生きるべきか、人生とはどのよ
うに機能するのかを提示し、実際の体験を通し
て、本人がその通りである（真実）と納得でき
るようは働きかけの必要性を示している。

3．「責任」とは
「バウンダリーズ理論」では、「責任」という
ものを、人生のオーナーシップ（所有者意識・
当事者意識）という視点で捉えている。「主体性」
「自発性」が重要視されているが、自分に預け
られている才能、資源、人間関係、時間、行動
等をどのように自分自身で管理し用いるかに責
任があると定義している。
故に育児・保育の方法においては、以下の点
を子どもたちに対してサポートすることを柱と
している。
①自分の感情・態度・行動は自身で取り扱うこ
とであり、他に責任転嫁はできない。
②自分で決めて物事を始め、努力をし、最後ま

で終わらせる。
③人間関係において誠実・正直であろうとする。
自分の責任を果たすと同時に、他者にとって
益にならない事柄、他者の責任範囲について
は反対や断りをしてよい。

④自分を超越した存在を認める―謙遜な生き方
をする。自分の視点からのみ考えて行動する
のではなく、他者の必要性に目を向け、仕え
る人となる。徳や大義を考えて行動する。
上記の視点④は、聖書の世界観・人間観に基

づいている。自分を超えた存在（神）に目を向
ける、神が命じる生き方「隣人愛」を理解し実
践しようとする。それによって、自己の存在や
生き方に方向性と意味を見出せるようになると
指摘している。
　

4．「境界線」の習得をサポートするための方法
１） 養育者が子どもの境界線になる―他律から

自律へ
子どもが習得すべき「責任」とはどのような

事柄かという行動基準（価値観）を明示し、実
行することを養育者は要求する。その際、子ど
もが反発をしても譲歩しないようにする。これ
によって、制限がある、侵害できない一線があ
ることを体験しながら、子どもは情報（やり
方）を行動指標として内在化できると説明して
いる。例としては、就寝時間・テレビを見る時
間・外泊についてなどのルール、人間関係の中
で感情を爆発させない（大声で叫ぶ）、他者が
話をしている時などは最後まで聞くなどマナー
に関するもの等がある。
人間はルールや決まりに従うことによってこ

れまで制御できなかった行動を抑制できるよう
になる（統制される）という考え方が基本にある。
２）自分自身の言動の「結末」を体験させる
行動の結末を子ども自身が負うことを体験さ
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せる。たとえ困った結果になっても、養育者が
肩代わりをすることはせず、責任を取るのは子
ども自身だと自覚できるようにする。自分の行
動とその結果との間には繋がりがあることを体
験的に理解させることをねらっている。養育者
が子どもの行動の結末を予想して、それを回避
させることにならないよう、働きかける前に次
の点を問うことが大事だとしている。①これは
誰の問題か	②子ども自身で問題に取り組むよ
う働きかけるために、養育者は何をすべきか	
③子ども自身が問題に向き合う機会を奪っていな
いか、養育者が代わりにしてしまっていないか。
留意点として、子ども自身で行動を選択でき
る余地を残すこと、選択がもたらした必然的結
末を子ども自身で引き受けるようにすることを
挙げている。子ども自らがやりたいようにでき
る自由は与えるが、間違った選択がもたらす痛
みをも体験させる。失敗から学び、次からは気
をつけようと自分の行動を変えることを期待す
る。この時、子どもの失敗に対して非難や罪悪
感をおぼえるような対応はしないことであり、
子どもの心情（辛さや痛み）に共感を示す。愛
情に支えられながら、現実的な痛みを伴う経験
によって、子どもの行動は変わるという考えに
基づいている。以下はその例である。①結末を
体験させていない；子どもがさぼっていて宿題
を仕上げられないことに対して、親が子どもに
代わって心配したり、必要以上の手助けをす
る。②結末を体験させる；楽しい家族の外出時、
出発する時間が決まっていても、別のことをし
ていて準備ができていないので連れてはいかな
い。（外出は取り止めにする）②はルール（規制）
とペナルティー（罰）による結末の体験という
方法である。
3）自己吟味の習慣を身につけることをサポー

トする

問題が起きた時には、まず自分自身の行動や
あり方を振り返る・省察するという習慣が身に
つくように支援する。それは感情と行動の間に
思考・判断が入ることで、衝動の抑制が可能と
なるからだと説明している。
感情のままに行動することは、良好な人間関

係作りを妨げることを教え、早い時期から自制
する力が育つような働きかけ・介入が必要だと
している。その際、以下の３つの視点を意識す
ることが効果的であると示している。①子ども
の感情をありのままに受け止める。②怒りを爆
発させたり、欲望のままに行動することは適切
でないことを教え、適当な方法を具体的に示す。
③繰り返し指導しても適切な行動を取ることが
できない場合には、見合ったペナルティーを与
え、責任をもって行動できた時には褒める―子
どもが自身の行動の意味を熟考し、何が望まし
い行動かを判断する、自ら行動の統制ができる
ようになることを目的として行う。
４）「自分から粘り強く課題に取り組む」こと

をサポートする
問題が自分の手に負えない、面倒だと思うと

逃げてしまう。生じる怒り・不安・焦りの気分
に対処することや課題解決のための努力はしよ
うとしない。このような未熟で感情的な反応を
する子どもには主体性・自発性に欠けるという
特徴があると論じている。直面する事柄は自分
の気に沿わないため、反発・逃避をしようとす
るが、受動性の延長としての表れであると説明
している。価値や意味があるものとして、自分
自身で物事や行動を選択し決定する経験が、こ
れまでの育ちの中には乏しかった。そのため、
困難な事態に直面すると、自分には行動選択の
余地がない、自分の力でやり遂げられない、自
分自身では問題の解決しようがないという「あ
きらめ」の意識を抱くようになる。結果、課題
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に対して自分の責任として向き合い、より良い
ものにしようと、粘り強く取り組む態度が育と
うとしない。一方、主体性のある子どもは大人
からのアドバイスを聴き、失敗から学び、気に
いらないことがあれば率直に話すという姿勢が
見られると述べている。
自分から忍耐強く課題に取り組むためのサ
ポート方法が求められるが、まずは次の点を確
認する必要があるとしている。①子どもが養育
者を「自分を大切にしてくれる人」とみなして
いる。②子どもが嘘をついたりごまかすことが
ないような関係作りができている。―子どもが
嫌なことに対する思い等、自分の気持ちを安心
して表すことができるようにする。③何が課題
なのかを具体的に伝えている。（人格を否定す
る言い方はしない）④求めることを明確に具体
的に提示している。⑤求められたことをしな
かった場合の結末（ペナルティー）を提示して
いる。その際、養育者からの要求や提示された
事柄に対して交渉したり、意見を言うことがで
きるようにする。
以上の点は、理由や手段などの情報・手がか
りを与えて課題解決に取り組みやすいように
し、子どもが自分自身の成長を真剣に考え、積
極的に努力するようになることをねらっている。
5）自分の力の限界を知り、助けを求めるよう

にサポートする
現実世界において自分の力でできること、物
事をコントロールする能力について正しい認識
を持たせる必要がある。これは現実への適応力
を身につけることでもある。何が自分のコント
ロール範囲であるのか、またそれ以上のもので
あるのかの判断力を子どもが得るように助ける
ことが養育者の役割である。それには「依存」
と「責任」の違いを明確にして支援することだ
と論じている。

養育者との情緒的繋がりや依存できる関係が
基盤となる。その上で子どもにとって手に負え
ない事柄で助けが必要なのか、または個人の責
任でなすべきことなのかを見極めて指導・支援
することが求められる。さらに、子どもが自分
から助けを求めることができるように、日頃か
らのコミュニケーションや自己を表現できる信頼
関係作りが重要である。特に以下の点が子ども
に理解できるよう、指導することを示している。
①困っている・問題を抱えていることを謙虚

に認める。（虚勢を張らない）②問題を回避・
放置しないで、自発的に他者の助けを求める。
③信頼できる人物に助けを求める。④問題の解
決において自分でできることは自分でする。⑤
差し出された援助に感謝して、それらを有効に
用いる。⑥体験から学び、同じ失敗を重ねない
ようにする。
6）他者の境界線を尊重する態度を身につける

ことをサポートする
他者の境界線を尊重する態度が養われるよう、

以下の点に留意して指導・支援をすることが示
されている。①人を傷つけるようなことはしな
い。②他者が「止めて欲しい」と言ったことを
受け入れる。（強引に押し通すことはしない）
③他者と自分は異なる・違いがあることを良い
こととして受け入れる。④他者に境界線があり、
自分の思い通りにはならないことを受け入れて
先に進む。（抵抗しない）
他者を尊重する態度が養われることは、世界

は自分のためにだけに存在するのではなく、他
者と共有すべきもの、共に生きる場であること
を理解することになる。自分がして欲しいと思
うやり方で隣人に接する「隣人愛」の実践を学
ぶことに繋がると説明している。
こうした学習過程においては、子どもは養育

者の態度をモデルとしている点から、養育者自

太田雅子　他：『バウンダリーズ』概念の保育（育児）実践への適応
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身が他者の境界線を尊重しているかを常に振り
返るべきだとしている。
7）自発性・積極性の育ちをサポートする
受動的な態度は「境界線」を十分に発達させ
られない要因となる。いつも誰かが自分の代わ
りに何かを行ってくれるのを待つという受身の
姿勢では、自分の人生の良き管理者となること
はできない。そればかりか、他者に支配権を与
えることになり、悪に対しても抵抗しないため、
知らずして不正の行為に加担することも起こり
うる。自ら試行錯誤し、失敗の体験も積み重ね
ながら、学びや成長する機会を整える必要があ
ると論じている。子どもが受身・消極的である
原因として、情緒の不安定さが考えられる。不
安や恐れから問題を回避することに対する以下
のようなサポートが求められると述べている。
①親密さ：自分を開示することを拒み、他者と
関わる場面を避けようとする―他者と心を通
い合わせる楽しさや喜びを体験させるため
に、養育者（家族や仲間）と一緒に人と関わ
る活動を日常的に行う。
②摩擦：他者とのトラブルや感情のぶつかり合
いに対して極度に怯えてしまう―「不安な時
には守ってあげるから」と励ましながら、嫌な
ことがあっても乗り越えることを体験させる。
③失敗：完璧でなければならないと思うあまり、
失敗を恐れて新規な事柄に挑戦しようとしな
い―失敗することは普通のことである、失敗
しても見放されることはないと伝える。養育

者自身の失敗をユーモアや笑いを入れて見せ
たり話したりすることで安心感を持たせる。

④目標への到達・為すべきことに向けて行動し
ようとしない：努力や忍耐することが苦手で
ある。課題を考えただけで圧倒されて、諦め
や逃避をしてしまう。目標への到達方法につ
いてイメージすることができない―方法を共
に考え協力することを伝え、できることから
始めて段階的にできる範囲を広げて自信が持
てるようにする。自分の興味・関心のある事
柄について自分で段取り・遂行・やり遂げる
経験を積み重ねるように働きかける。
　　　　　　　　　　　　　　

Ⅲ．応答性と統制を中心的な軸とした
保育者・養育者の関わり方の違い

（タイプ）に着目した研究との比較
検討

Baumrind（1967,	1971）は「応答性」と「統
制」を中心的な軸として、親の関わり方の違い。
タイプを権威的（authoritative）、権威主義的
（authoritarian）、許容的（permissive）に分類
している 3）・4）	。
Ziaz（1991）はそれらを教師用（小学校）に

応用させている 5）。筆者（Ota,	1993）はさら
に、保育者と子どものやりとりの仕方について、
次の４つの項目：①「統制（control）」②「成
熟要求（demands）」③「コミュニケーション
（communication）」④「温かさ（warmth）」に

 統制 成熟要求 コミュニケーション 温かさ 
 

権威的 高い 高い 高い 高い 
権威主義的 高い 高い 低い 低い 
許容的 低い 低い 高い 高い 

　　表 1
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おける「高い」「低い」のレベルの組み合わせ
により、表１のようにタイプを分類した。6）

「統制」は社会的規範等に沿って子どもが行
動することができるように援助・指導する養育
者の態度として見られる。この項目において「高
い」養育者は、必要なルールを提示し、子ども
の不満や反発に対して揺るぐことなく、一貫し
た態度で子どもに対する影響力を保持する。「低
い」養育者は問題行動を起こす子どもに面と向
かうことを避ける、子どもの反応・要求次第で
先に決めたルールを覆すなど、頑とした態度で
の指導・支援ができない。
「成熟要求」は、社会的に相応しい行動に加え
て、子どもがすべき事柄に向かうポジティブな
姿勢（勤勉、努力など）や学習活動等における
質の高さを要求することである。「高い」養育者
の態度としては、子どもがやり遂げることを期
待し、達成するよう励まし続ける。自制し責任
ある適切な行動を取るよう継続して要求する。
「低い」養育者は子どもが努力し続けることを
期待するよりも、すべき内容のレベルを下げて
しまう。また、子どもの忍耐や頑張りの前に手
助けをする傾向がある。子どもの行動（望まし
いか、望ましくないか）にあまり関心を払わない。
「コミュニケーション」は養育者と子どもと
の間の（言語的）やりとりの質を意味する。命
令の場合でも理由を伝え、子どもの意見を求め、
物事の決定に当たっても子どもの気持ちへの配
慮を行おうとする。
「高い」養育者は、以下のような姿勢が見ら
れる。要求する際には理由を述べている。養育
者及び子ども同士の話し合いを大事にしてい
る。ルールを守ることや課題の達成に向けての
要求においても、権力の行使ではなく合意の道
を探ろうとする。養育者は子どもたちと積極的
にコミュニケーションを図り、そのことに困難

を覚えていない。「低い」養育者は、命令に従
うことを強調し、理由・道理を子どもに伝えよ
うとしない。養育者との意見対立やルールを変
更することに対しては一切許そうとしない。最
終決定権は養育者にあることを明示している。
子どもとの良いコミュニケーションできると考
えておらす、積極的にしようとはしない。
「温かさ」は、養護・親密性・受容・承認等
を意味する。子どもが愛されていると感じられ
ること、必要な欲求に注意が払われているこ
と、非難がないことなどが挙げられる。「高い」
養育者は子どものニーズに対して敏感であり、
助けを求められた時には快く応答する。優しい
言葉やスキンシップで子どもに愛情を示してい
る。「低い」養育者は子どもの欲求を満たすこ
とに関心を払わない傾向がある。皮肉や嘲笑な
ど冷淡な対応が見られる。子どもが何かを達成
することに期待を示そうとはしない。
権威的なタイプは、子どもとの温かく受容的

な関わりがあり、子どもの意思を尊重し、十分
なコミュニケーションを図る。一方で、すべき
役割や課題は責任をもって成し遂げることを要
求し、適切な援助・指導を行っている。成熟に
向けての要求や必要な統制を妥協せずに行って
いる点も特徴として挙げられる。権威的タイプ
の養育者は、子どもの自律性や思いやりなどの
向社会性の発達を促すことが研究の結果から明
らかにされている。
中西（2013）は親の養育態度と幼児の社会的

な自己制御と自己主張の発達との関連を調査し
ている 7）。社会的自己制御は、社会的な場面に
おける自分の欲求・意志や行動をコントロール
する能力、自己主張は欲求・意志を外に表し、
実現していく自発性・積極性のようなものであ
ると説明している。父親が許容的態度である場
合には、他のタイプと比較して、男児の自己主
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張が低いという結果が示されている。この結果
についての考察として、同姓モデルとなる父親
が子どもの自己実現に向けての後押しをしてい
ない故だろうと述べている。母親が権威主義・
許容的である場合には、男児・女児共に自己制
御が低い傾向にあった。養育者が権威主義的態
度である場合には、子ども自身の欲求が満たさ
れず、欲求不満から園での行動抑制が困難にな
る可能性があると理由づけている。許容的な場
合には、欲求は満たされるものの、子どもが待
つことやルールに従うという社会的な体験が少
なく、集団の中で適切に自己制御をすることが
できなくなると説明している。
権威的タイプの養育者の態度は、バウンダリー
ズ理論が提示する「子どもが自分の責任範囲を
自覚し、自己制御力を発達させる」ための養育
者の関わり方と類似している。同様に、社会的
に必要な知識やスキルを身につけるために「他
律」によって、行動基準を内在化できるように働
きかけている。その過程では、子どもと養育者と
の信頼関係が鍵を握ることを特に示唆している。
　
Ⅳ．バウンダリーズ理論と対話的保育

理論の比較検討

１．対話的保育理論を比較理論とした理由
対話的保育理論とは、加藤繁美が提唱する子
どもと保育者の対話的関係の構築を重視する保
育理論である。対話のない保育・教育はおそら
く存在しないとしながらも、敢えて子どもを救
い、社会を変えることを射程に入れて加藤が対
話的保育理論を提唱するのは対話の質に危機感
を抱くからである。バウンダリーズ理論との比
較理論として取り上げた理由は、対話的保育理
論が「年齢や発達段階にふさわしい適応力・自

己統制力がうまく育っていないケースが増えて
きている」（加藤 1997、18）8）という子どもの
他者とつながる育ちへの危機意識が発端となり
提唱された理論であり、理論構築の背景に虐待
による子どもと親の育ちへの危機感も含まれて
いることにある。
加藤の問題意識は、親子関係の歪みにより自

他の枠組みが曖昧なまま、年齢発達に応じた自
我形成がなされずにいる子どもの育ちをどう保
育現場で保障していくかにある。そのため、自
他の境界線を形成することで自分と相手の責任
の範囲を明確にし、自由な人生の創造を目指す
バウンダリー理論と親和性があると考え、比較
対象理論とした。

２．関係論的発達観
両理論は人間の発達を個体の発達として捉え

るのではなく、他との関係の中で考える関係論
的発達観に立つ。つまり、子どもの発達を子ど
もが生きているその関係性から切り離し、個体
のもつ諸能力の発達として捉える傾向の強い認識
論的個体主義や個体能力論とは立場を異にする。
バウンダリーズ理論も対話的保育理論も、子

どもは他者との関わりの中で自己形成し、発達
する開かれた存在であると捉える。そのため、
両理論とも子どもの人格形成の基礎となる乳幼
児期からの育ちを重視し、年齢発達段階ごとに
身につけるべき基本的な課題が示されている。
また同時に、子どもの発達段階に寄り添う養育
者に求められる関わりについても具体的に述べ
られている。つまり、両理論は関係論的発達観
に基づく理論であるため、子どもだけでなく養
育者にも関わりにおける成長を求める理論と捉
えられる。
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3．相互主体の尊重
1）発達段階に応じた子ども・養育者への課題

の提示
両理論は関係の中で発達する人間観を基底に
展開されるため、子どもと養育者双方が育ちの
主体者となる。そのため、子どもが被教育者で
大人が教育者という関係ではなく、保育・育児
の中で相互が主体的に向き合い、成長する人間
同士という観点が存在する。共に育ち合う主体
者という点では子どもも大人も一人の人間同士
として対等な関係である。
しかし、乳幼児期は養育者による保護、養育
が必要な時期であり、子どもは守られ育てられ
る存在である。そのため、養育者側に適切な意
識がなければ、相互主体的に育ち合う関係に至
ることは難しい。また、時に養育者が子どもに
適切な形で外側から子どもの行動を調節した
り、子ども自身に行動の結果を引き受けさせた
りすることも必要になる。この時、養育者が適
切な意識を保持していなければ、対話的関係で
はなく力による抑圧的で不自由な関係に陥りや
すい。ここに、子どもとの関係をどう形成する
かという重要な問題が養育者側に迫られること
となる。それゆえ両理論では、子どもと向き合
う際に養育者に求められるものが詳細かつ具体
的に示されている。表 2は両理論が乳幼児期の
子どもと養育者に求めているものを発達段階ご
とに整理したものである。
2）子どもへの形成目標
バウンダリーズ理論では、人間が主体的に生
きるには自他の間に「境界線」を形成すること
が必須である。そのため、乳幼児期の保育・育
児場面では養育者が子どもとの間に「境界線」
を形成することが重要課題となる。「境界線」
は「何が私であり

0 0 0 0 0 0

、何が私でないのか
0 0 0 0 0 0 0 0

」の範囲
を明確にし、自己を定義するものである。その

ため、「境界線」形成は子どもにとっては自己
の範囲を知り、主体的に生きる第一歩となる。
このことは同時に「境界線」形成前の子どもは
自己の範囲が明確でなく、不自由な存在である
ことを意味する。そのため、子どもが幼い内は
外側から適切に「境界線」を形成し、自由な存
在へと導く役割を果たすことが養育者に求めら
れる。子どもを守りつつ、やがては子ども自身
が自分の人生を管理できるようになることを目
指し、適切な関わりによって「境界線」を形成、
維持することが養育者に求められる。
一方、対話的保育理論で重視されるのは、子

どもの「心の育ち」である。加藤は子どもの「心
の育ち」を成立させるものに「自我」、「第二の
自我」、「自己内対話能力」の三つの要素を提示
する。そのため、対話的保育理論ではこれら三
要素が子どもへの形成目標となる。
保育実践の重要課題に子どもの「心の育ち」

を位置付ける加藤は、「自分づくり」という語
を用いて乳幼児期の自我形成の重要性を唱えて
いた時期がある。しかし、次第に子どもの「自
分づくり」という言葉を意識的に避け、代わり
に「対話的主体」という言葉を用いて子どもの
育ちを説明するようになる。その理由は二つあ
る。一つは、子どもの自我形成の姿に大きな変
化がみられるようになったため「自分づくり」
という言葉ではなく、より詳細に子どもの自我
形成プロセスを示す必要があると考えたことで
ある。もう一つは、子どもの「自分づくり」を
強調するあまり、保育者の目が子どもの内面に
向き過ぎることへの危険性である。つまり、保
育者が子どもの心の動きに過度に敏感になるあ
まり、保育者と子どもの関係性が窮屈で閉塞感
漂うものになることを避けたと考えられる。ま
た、子どもの「自分づくり」を支える保育者と
いう関係が前面に出過ぎると、子どもの育ちを
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  　　　　表２　バウンダリーズ理論と対話的保育理論の発達段階対照表
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17 
 

 

 

 

子ども 保育者

子ども 保育者

幼児中期 3歳～4歳半
2つの自我の間
を揺れながら葛
藤

時に強烈な「自我」が現れる
一方で、確かな「第二の自
我」を育てる。自分の思いと
相手の思いの間で揺れなが
らも、友達と一緒にイメージ
を共有して遊ぶ楽しさを味わ
う。自分にできることとでき
ないことがあることに気づ
き、葛藤を経験しながら、
徐々に気持ちを調整してい
こうとする。

子どもの能動性を尊重し、
その要求を「受け止めて、
切り返す」関わりを丁寧に
繰り返し、子どもの言葉を
聞いてから一緒に考える対
話的関係を形成する。言葉
にならない矛盾や葛藤を共
感的に受け止め、言葉に置
き換える関わりを生活場面
では特に丁寧に行う。子ど
もの気持ちに寄り添う精神
的余裕を意識的に作りだす
こと。

幼児後期 4歳半～6歳

自己内対話能
力を基礎に、協
働的活動を豊
かに展開

「自我」と「第二の自我」をつ
なげる「自己内対話能力」が
育ち、自己決定ができるよう
になる。仲間と価値や目標
を共有し、協働的・創造的な
活動を創り出していく。自分
の中に形成された「自我」の
世界と、社会的知性としてか
くとくした「第二の自我」の世
界をつなげながら自己決定
する「自己内対話能力」を発
達させる。

安定した生活と対話的関係
を基礎に、子どもの声を聴
き取り、記録し、クラスの中
で話し合いの文化を確立す
ることで、子どもの興味・関
心を起点とした「協働的活
動」を豊かに発展させる。
子どもの能動性と協働性と
をつなげながら「対話する
主体」を育てていく。

発達過程 時期 段階
中心課題

要求を身体と言葉で表現し、
「ジブンデ」の思いを軸として
心地よい食事・睡眠・排泄・
清潔といった生活文化を獲
得する。自由に動き回る身
体を使って探究心、好奇心
からの活動を楽しむ。大人と
の信頼感を基礎に絵本やあ
そび歌などの文化に開か
れ、リズム・メロディー・言葉
の世界を楽しみ、共感の身
体感覚を得る。同調と共感
の経験から「言葉のなかに
価値を感じる世界（前意味
的言語）」を獲得する。

子どもの「自我」を根気強く
「受け止めて、切り返す」こ
とで、「第二の自我（社会的
知性）」の形成を支える。指
示・命令ではなく子どもが
自分で決めることを基本に
働きかけ、見通しがもてる
語り掛けを。「安定した自
我」の基礎を固めるため、
探索・探究の世界に浸る時
間と空間をたっぷり保障す
る。言葉やリズムの面白さ
を繰り返す歌や絵本やふれ
あい遊びで共感の身体感
覚、開放された幸福感を保
障し、その後の自分づくり
や仲間づくりを支える。

【幼児前期に保障されるべき3つの権利】
①自己主張する権利
②自己主張を受け止められる権利
③相手の思いを、自分のなかに刻み込む権利

睡眠と覚醒のリズムが安定
し、遊びが充実。歩行による
行動範囲の広がりから興味
関心の世界が拡大。モノに
引っ張られての探求から、
目的意識をもった探究する
主体へ。10ヶ月頃、基本的
信頼感を獲得し、信頼する
保育者を模倣する。保育者
と共に仲間とも共感しあう関
係に。

心が動く探索、探求の環境
を整え、豊かに共感する。
子どもの思いを受け止め、
言葉に置き換えて丁寧に
返していく。語りすぎは禁
物。子どもの興味を共感的
に受け止め、子どもの中に
創られた意味の世界言葉
を添える。

幼児前期 1歳半～3歳
「自我」の拡大
と、「第二の自
我」の誕生

大人が準備した生活リズム
や文化に生理的・身体的要
求を調整していく。周囲の環
境に興味・関心を持ち、はい
はいで探索範囲を拡大し、
探索活動を楽しむ。特定の
保育者との基本的信頼感を
育み、大好きな人とモノを共
有する三項関係を獲得して
いく。

起床時にたっぷり遊び、安
定した睡眠リズムを作る。
離乳食開始は新しい味覚
への抵抗が強いが、食へ
の興味を引き出す根気強
い関わりを。ハイハイを促す
環境作りで能動性を引き出
す。ふれあい遊びで共感の
力を育て、子どもの思いを
受け止め、優しい言葉で応
答する。

乳児後期
10ヶ月～1歳
半

三項関係を作
り、言葉を使う
主体へ

「反射」と「情動」の2つの機
能を開花させる形で「五感的
要求」と「情動的要求」とを育
てていく。心地よさを体感し、
周囲の世界に興味、関心を
広げ、身体移動の力を獲得
する。他者に関わられ、あや
される心地よさから愛着を形
成する。

子どもの生理的、五感的、
情動的要求を「受け止め
て、切り返す」関わりを繰り
返す。イライラや焦りは禁
物。ゆったり子どもと関わる
余裕を作り出す努力が必
要。子どもが安定し、心地
よさを感じる場面を個別に
探る。子どもの不快を快、
快をさらに快へ。

乳児中期
6ヶ月～10ヶ
月

生理的要求・五
感的要求・情動
的要求をそれぞ
れ豊かに太ら
せる

段階
中心課題

乳児前期 2ヶ月～6ヶ月

心地よさ、おも
しろさ、幸福感
いっぱいの世界
へ

対話的保育理論　【形成目標：自我・第二の自我・自己内対話能力】

発達過程 時期
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監視する関係性に陥りかねない。そうなると保
育者は監視者となり、育ちの主体者ではなく
なってしまう。そのため、加藤は子どもの「自
分づくり」という表現を避け、子どもの人格全
体を「対話的主体」と表現した。それは、保育・
教育では対象となる子どもが主体者として「自
分づくり」をするのみならず、子どもと同様に
養育者自身も「自分づくり」をする育ちの主体
者であり「対話的主体」であるという点を強調
する必要に至ったからではないかと思われる。
それぞれの理論的立場から子どもへの形成目
標には相違がある。しかし、育ちの主体者であ
る子どもを「対話的主体」として信じ、関係を
形成していく養育者の姿勢が子どもに「境界線」
や「心の育ち」の形成をもたらす大きな力にな
るとの認識は共通している。「境界線」、「自我」、
「第二の自我」、「自己内対話能力」のいずれも、
養育者による適切で能動的な関わりがなければ
形成困難なものである。そのため、両理論では
子どもと養育者の能動的な向き合いによる対話
的関係の構築を支え、形成目標を実現可能なも
のにするため、発達段階ごとの子どもの育ちと
養育者の関わりが詳細に示されていると考えら
れる。

４．子どもを人生の主体者として育むために
1）幼児前期までの課題
育ちの主体者である子どもに成長を強いるの
ではなく、養育者も育ちの主体者として自らが
すべきことに目を向け、子どもと向き合うとい
う点は両理論が共通に重視する養育者の姿勢で
ある。つまり、相手に強いたり迫ったりするの
ではなく、養育者は自らの果たすべき役割の自
覚に基づき主体的に判断、行動することを両理
論では養育者の中心的な原則として据えてい
る。

各理論の形成目標である「境界線」や、「心
の育ち」の要素となる「自我」、「第二の自我」、「自
己内対話能力」の獲得には、他者との関わりが
必須である。生まれて間もない時期は、他者に
自らの必要を満たされて生きる毎日を過ごす。
そのため、人生の最初の時期は自他の境界は曖
昧で、子どもと養育者は溶け合っているような
状態と言える。しかし、成長に伴い、次第に子
どもの中に「こうしたい」という「自我」が芽
生え、養育者との思いのぶつかりが生じ始める。
これは、子どもが養育者との一体感の中で生き
る「共生関係」から抜け出て、自分の人生を主
人公としての歩み始めたことを意味する。
この時期をバウンダリーズ理論では、分化・個

体化の時期として第１期（５ヶ月～10ヶ月）、第
２期（10ヶ月～１歳半）、第３期（１歳半～3歳）
に分けて詳細に示している（表１参照）。また、
対話的保育理論はこの時期の発達段階を乳児中
期（６ヶ月～10ヶ月）、乳児後期（10ヶ月～１歳
半）、幼児前期（1歳半～３歳）としており、概ね、
発達段階の区切りは両理論で合致している。
それぞれの時期の区切りにおける子どもの姿

を概観すると、まず 10 ヶ月は三項関係が形成
され始め、指差しや初語が開始され、自分の思
いを外へと表現し始める時期である。次に、1
歳半は言葉や歩行などを獲得し、行動範囲とと
もに興味関心が広がり、「こうしたい」という
自我が拡大する中で、思考しながら意思決定す
る「思考する主体」へと発達していく時期であ
る。そして、3歳は誕生した「自我」が拡大す
る過程で、徐々に相手の思いにも気づき始め、
自分とは違う相手の考えや思いを捉えられるよ
うになっていく時期である。この自分とは違う
相手の思いに気付くことができる心の在り方
を、加藤はHenri	Wallon の「第二の自我」概
念を用いて説明している。「自我」は子どもの
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能動性、探求性の基となるものであり、自己主
張、探求的知性として位置づけられる「こうし
たい」という自分の思いである。それに対して
「第二の自我」は、共感性、共同性に向かう「こ
うしたほうがいいよね」と相手の思いを捉える
社会的知性である。そして、この二つの自我世
界の間で自他の思いを考え合わせ、主体者とし
て思考、判断、意思決定する力が「自己内対話
能力」である。
幼児前期の保育実践において「第二の自我」
の形成は、他者との関係性の中で自己実現して
いく人間にとって非常に重要な意味を持つ。し
かし「自我」が芽生え、拡大し、自己主張し始
める時期に「第二の自我」を形成することは容
易ではない。イヤイヤ期やだだこね期と呼ばれ
るこの時期は子どもと養育者の思いが拮抗し、
感情の渦に絡めとられ、養育者自身も冷静でい
ることが困難になる時期である。しかし、自己
の思いが通らずに相手の思いとぶつかる時こ
そ、「第二の自我」の形成のときである。
加藤は「拡大する「自我」の世界に対して、
辛抱強く、丁寧にかかわることが、子どもの中
に心地よい「第二の自我」を形成する必要条件」
（加藤 2012、46）9）であると述べる。ここで重
要なのは、丁寧に自己の思いを受け止めてくれ
る人がこの世界にいると子ども自身が実感でき
ているからこそ、心地よい

3 3 3 3

「第二の自我」の形
成へと向かうという点である。加藤は１歳半～
３歳の保育実践は心の発達の鍵を握ると位置づ
け、①自己主張する心地よさ、②受け止められ
る心地よさ、③相手の思いを受け止める心地よ
さ、の三つの権利を子どもに保障することが重
要と述べる（加藤 2012）10）。そして、バウンダリー
理論においても 3歳までに習得しているべき課
題として、①自意識を放棄したり人から離れる
自由を失うことなく、他者と感情的に結びつく

能力、②愛を失うことを恐れずに他者に対して
適切な「ノー」を言う能力、③感情的に引きこ
もることなしに他者からの適切な「ノー」を受
け入れる能力、の三つが示されている（Henry	
Cloud	&	John	Townsend	2004、114）11）。
両理論とも、３歳までの養育者との関わりか

ら子どもが自分を大事に思え、他者との適切な
関係を形成するために必要な経験と能力を示し
ている。対話的保育理論で示された３つの権利
を保障することは、バウンダリーズ理論で示さ
れた３つの能力を身につけることに繋がると考
えられる。つまり、３歳までに両理論が子ども
に保障したいと考えるものには表現の違いはあ
るものの、共通点があると捉えられる。両理論
の形成目標や、それぞれが示す子どもに保障す
べき３つの権利、３歳までに習得すべき３つの
課題内容から、幼児前期までに両理論が子ども
に形成することを共通に望んでいるものは、“自
他への基本的信頼感 ”と基本的信頼感に基づき
“ 自己表出する力 ”、そして “ 思いの違う相手
とも適切な距離を保ち、関係形成する力 ”であ
ると考えられる。
２）子どもの育ちに必要な養育者の「ノー」
子どもが初めて出会う他者は多くの場合、養

育者である。生まれて間もない頃は睡眠・空腹
などの生理的欲求を満たすことで、子どもは不
快から快へと導かれる。そのため、子どもと養
育者との関係は比較的シンプルでわかりやす
い。しかし、成長に伴い自分で身体を操作する
力を獲得すると、新しい世界への興味関心とと
もに子どもの中に「こうしたい」という「自我」
が生まれる。子どもの「こうしたい」が安全で
他者を侵害するものでなければ、養育者と子ど
もの関係は穏やかである。しかし、子どもの求
めることが安全や他者を侵害するものの場合
は、養育者が行動を制止する「ノー」を子ども
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に示す必要がある。自分の「こうしたい」とい
う思いからの行動を制止された子どもは、全存
在を懸けて泣きや怒りを激しく表出し、「自我」
を通そうとする。「自我」の芽生えと拡大の時
期には、子どもと養育者の思いが拮抗する場面
は日常的である。そのため、この時期の子ども
への関わりに戸惑いや難しさを感じる養育者も
多い。
両理論は、養育者と子どもの思いが対峙する
際に必要な養育者の関わりについて具体的に論
じている共通点を持つ。先述の通り、対話的保
育理論では子どもの「ノー」に対してすべきこ
とは、まず「自我」を丁寧に受け止め、次に子
どもの「こうしたい」が認められない理由を示
し、「第二の自我」を形成していくことである。
子どもの「自我」を丁寧に「受け止めて、切り
返す」「受け止めて、意味づけし直す」ことを
重ねる中で、「切り返され」「意味づけし直され
た」価値の世界が「社会的知性」として子ども
の中に位置づいていく。そのため、子どもに「第
二の自我」を形成する養育者の「ノー」は非常
に重要である（加藤 2012、９）12）。バウンダリー
ズ理論においても、子どもの「ノー」への養育
者の関わりを重視し、二つのすべきことが示さ
れている。一つは「子供に「ノー」と言って
も大丈夫だと感じさせてあげること」、もう一
つは「子供が他者の境界線を重んじるよう助け
てあげること」である（Henry	Cloud	&	John	
Townsend	2004、112-113）13）。バウンダリーズ
理論では、境界線の構築は三歳児に最もはっき
りと見てとれるとする。適切な時期に境界線を
学ぶには、まずは自分の「ノー」が言えること、
そして他者の「ノー」が受け入れられるように
なることが重要である。そのため、子どもが
「ノー」を表現し始める時期に養育者が子ども
の「ノー」を守り、次第に子どもが他者の「ノー」

を受け入れられるようになっていくことを支え
る必要がある。他者の「ノー」を受け入れるこ
とは容易ではない。そうであるからこそ、まず
は最も信頼する養育者が適切に「ノー」を示す
必要があるのである。
両理論の形成目標である「境界線」及び「第

二の自我」は、他者からの否定的応答により形
成される側面を持つ。そのため、両理論とも子
どもに必要な養育者の「ノー」を取り上げ、詳
述している。否定的応答である「ノー」には、
感情的対立や負の感情を想起しがちである。し
かし、バウンダリーズ理論では「よく分かって
いる親なら、子供が抵抗したからといって侮辱
されたと思ったり怒ったりすることはありませ
ん。……このような親は、子供が「ノー」と言っ
たからといって感情的に距離をおくことはせ
ず、つながりを保ち続けます」（Henry	Cloud	
&	John	Townsend	2004、112）14）と言う。また、
「子どもが言うことを聞かなくても、好き勝手
にふるまっても、試行錯誤しても、そのせいで
愛することをやめてしまわないことが非常に
重要」（Henry	Cloud	&	John	Townsend	2004、
116）15）とも述べる。このバウンダリーズ理論
における「愛することをやめてしまわない」と
いう指摘は非常に重要である。子どもに「ノー」
を伝える際、対話的保育理論においても子ども
の「自我」を養育者が丁寧に受け止めることの
重要性は述べられているが、「愛することをや
めてしまわない」という指摘はない。おそら
く、対話的保育理論においてもこのことは自明
であるため指摘されていないと思われる。しか
し、養育者が感情的平静を保つことが困難な程
に激しく自己主張する子どもに対峙し、「ノー」
を言う役割を担う養育者に「愛することをやめ
てしまわない」という直接的な言葉で指摘す
ることは有効と思われる。この指摘は、「愛を
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もって限度を与え、温かさをもって結果を刈り
取らせる育児をするなら、子供たちは自分の人
生を管理しているという実感を持ち、自信のあ
る人間に育つでしょう」（Henry	Cloud	&	John	
Townsend	2004、60）16）という愛に基づく人間
関係の構築を目指すバウンダリー理論独自の視点
であり、非常に有用な視点であると考えられる。

Ⅴ．NPO 法人教育政策ラボラトリに
よる「ありがとう！子育てワーク
ショップ」の考えとの比較検討

１．「ありがとう！子育てワークショップ」の
概要

「ありがとう！子育てワークショップ」は、保
護者や教師や保育者などの養育者に、子育てに
ついてのパラダイムとスキル習得の機会を提供

するシンプルなトレーニングである。３つのセッ
ションによって構成されている；第１に、養育
者に子育てミッション確認を促すワークショッ
プ、第２に、子育てスキル習得ワークショップ、
第３に、継続的に養育者同士が相互に励ましあ
うアカウンタビリティグループの形成である。
養育者の使命は、子と社会の出会いを仲介する

ことであり（子どもと保育総合研究所 2013）17）、
その機能は、大別して三種類ある（斎藤 1997）18）。
①抱くこと（ホールディング）、②子どもの行
動に限界を設定（リミット・セッティング）す
ること、③子別れ（デタッチメント）である。「あ
りがとう！子育てワークショップ」は、3つの
セッションによって構成されているが、それぞ
れのセッションに、これらの養育者の 3つの機
能が含まれている（図１）。

子育てミッションの抱擁要素は、養育者の自
己承認ワークによってカバーされる。相互に抱
かれる経験をすることによって、子どもを抱く
準備をする。限界設定要素は、ミッションの宣

言である。子どもが社会規範を内在化させるこ
とで、社会に役に立つ人材として送り出すとい
う使命を自覚する。分離要素は、子別れ宣言だ。
養育者と子の間に境界線を引き、やがて子が養

 
  図 1
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育者と分離され、養育者の助けなしに自立して
生きるという「巣立ち」のイメージを確立させ
るワークである。
子育てスキル習得の抱擁要素は、承認スキル
ワークだ。子どもを抱くこと、つまり受容し承
認することによって安心させ、外界に思いを向
けるための条件を整える。限界設定要素は、指
示の明確化スキルとシミュレーションによる限
界設定スキルの習得である。子に求められてい
ることが明確になっている落ち着いた環境の中
で、子どもの欲求に限界を設定することで生じ
る子どもの不満や怒りを、共感的表現をするこ
とで受け止め吸収し、生活規範の内面化を促進
し、刹那的な欲求充足に勝る「自分の生活を自
分で管理する喜び」を経験させる。分離要素は、
トークンシステムなどによってカバーされる。
小さな達成の積み重ねが、養育者に依存しない
自由で自立的な社会生活に繋がることを経験的

に学ばせる。
アカウンタビリティグループ形成の抱擁要素

は、養育者の相互承認である。養育者同士が相
互に抱くことを通して、子別れ後も養育者自身
が自分の人生を肯定的に理解することを助けあ
う。限界設定要素は、行動計画の宣言である。
養育者が課題を分解して着実に解決していく
「自己管理できるライフスタイル」を相互に学
びあうことで、子どもの限界設定の模範となり
指南役となる。分離要素は、子育て経験のシェ
アである。子育て仲間の取り組みを正直に分か
ちあう関係を築くことで、孤立を回避し、子別
れという人生の節目の大きな事業を成し遂げる
ことができるように違いに励ましあう。

2．養育者機能と境界線
次に、養育者が３つの子育て機能を発揮する

ときに、養育者と子と社会が、それぞれの間に、

 
  図 2
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どのような境界線をどのように引くのかを考察
する。３つの機能を発揮する段階は実際の子育
てにおいてはクリアカットではないが、概念モ
デルとして表現している。
抱擁は、主に母性養育者の仕事である。父性
養育者は、子と「子を抱いている母性養育者」を、
外界から守るために社会との間に境界線を引い
て、家族の社会的責任を引き受け、母性養育者
をしっかり抱いて安心させ、自信を持って抱く
ことができるようにすることを通して間接的に
子を抱く役割を担っている。父性養育者は家庭
を境界づける屋根や壁の役割を果たし、母子の
安全を確保する。この段階では、子は養育者に
抱擁されて養育者と一体化しているが、養育者
に抱かれることで安心して冒険を始めるように
なる。十分に抱かれることによって、子は一人
でいられる能力を発達させ、遠心力が働き、外
界に対して興味を持ち、試行錯誤しながら世界
にどう対応していくかを学んでいく。抱擁段階
の目標は、子を抱くことを通して、子自身が世
界との関係の中で、自立に向かうための「準備
段階のファジーな境界線」を作ることができる
ように助けることである。
限界設定の段階では、養育者が子どもの行動
に境界線を引く。子の欲求に限界を設定して、
「好ましい行動」と「好ましくない行動」と「許
されざる行動」の境界を守らせ、欲求を統制し
て自己管理し、やがて社会の中で自立的に生活
することができるように助ける。そのことに
よって、子は社会規範を内面化し、社会の中で
出会う様々な出来事に対応するスキルを身につ
け、危険から自分を守ることを覚える。子は自
分と世界との間に境界線を引いて、自分の責任
を引き受ける練習をするが、養育者は自らの境
界線を意図的にファジーにすることで、父性養
育者が社会との間に引いた境界線の内側で、子

どもが冒険したり、養育者に甘えたり不満を伝
えたりすることができる余地を作る。養育者の
境界線を意図的にファジーにするというのは、
欲求が制限された子どもの不満に共感し、子ど
もを一人の人間として受容し、子どもの「好ま
しい行動」に向かう気づきや小さなステップを
承認するという関わりを続けつつ、禁止すると
きには、揺るがぬ態度で本気で限界設定すると
いう意味である。
子別れ段階の子どもは、社会と自分との間に

より高い境界線を引いて、自分の責任を引き受
けることができるようになる。それは、よく抱
擁され、適切に限界設定された子育ての営みの
結実である。養育者は、子どもが自立的に社会
と交渉することができるように、子どもと自分
の間に境界線を引いて自分と子を切り離す。た
だし、その境界線はファジーである。一方で母
性養育者との癒着を断ち切る役割を果たしつ
つ、子どもが、社会との関わりで迷ったり葛藤
したりするときに、養育者に助けを求めること
ができるように門戸を開いておく。この段階の
養育者の支援は、人生の先輩として経験を分か
ちあうタイプのメンタリングである。子を励ま
し、子を信じ、尊厳を認め、自信を与え、子が
親の助けなしに自立的に社会と関わることがで
きるように助ける。
子が段階的に養育者の手を離れて、自分と社

会の間に健全な境界線を引いて自立するように
なるためには、自立を支援するミッションとス
キルと仲間を持った養育者を整えることが不可
欠である。「ありがとう！子育てワークショッ
プ」は、養育者が子育ての各段階で、抱擁し限
界設定し分離するという諸機能を果たすことが
できるように支援するシンプルなトレーニング
プログラムである。
NPO法人教育政策ラボラトリによる「ありが
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とう！子育てワークショップ」はホームページ
（http://www.kyoiku-labo.com/enterprise/
workshop_arigato）において詳細を知ることが
できる。

Ⅵ．おわりに

本研究は、他者と協調した責任ある生き方が
できる人格形成のための保育・育児の方法を探
究することにある。責任ある生き方とは、日々
の生活や他者との関係の中で、「自分で自分の
行動を管理・統制する」ことができるようにな
ることである。その方法を探るために『バウン
ダリーズ』理論を基盤に、①応答性と統制を中
心的な軸とした保育者・養育者の関わり方、②
対話的保育理論、③『ありがとう！子育てワー
クショップ』の考え方との比較検討を行った。
そうした中で全ての理論に共通する原理・原則
を見出すことができたと考える。中心となる点
は、「責任」・「統制」の力を身につける為には、
他律から自律に向うようなアプローチが必要で
あるということである。それは幼児期から養育
者が信頼関係を前提とした権威をもって直接的
に介入し、枠組みを与えることを意味する。生
活や人間関係を営む上で大事となる認識（言葉）
が子どもの内に獲得され、それによって自分の
意識や姿勢を能動的に変える、意識的にコント
ロールすることができるようにサポートするこ
とである。養育者による教示・要求・統制・子
ども自身に行動の結末を引き受けさせること等
によって行動がコントロールされる他律的段階
から、自らの思考と判断によって、また身に付
いた態度（習慣）によって、自分で行動をコン
トロールできるようになる自律的段階へと移行
できるようにする。その際に重要となる点は、
養育者と子どもとの間の対話的関係、情緒的結

びつきがある点である。押し付けや強制でない
関係は自己の主体性（存在）が保障されている
との安心感を持つ。また望ましい行動に向けて
の期待・要求は成長への支援だと感じる。この
ように自分が守られ、愛されていると感じれば、
課題を自分のこととして肯定的に引き受けるよ
うになる。
現代における育児・保育の課題は、養育者の

使命感や自信の欠如だと感じる。さらに子ども
の育ちを支える為の「権威」についての理解が
不足しているように思える。養育者の「権威」
とは、子どもからの信頼・尊敬がある故に従わ
せることができるものである。一方「権力」と
は子どもに強制的に何かさせることである。こ
のような「権威」に立つ指導・支援の実践は、
子どもが境界線を獲得し、他者と協調した責任
ある生き方ができる人格形成に繋がると考え
る。
本研究の次の段階として、養育者自身が成長

し、効果的な育児・保育の実践ができるように
なる為に、トレーニング的内容の手引書を作成
したいと考える。
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